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,
中
世
の
細
年
法
大
歡
.

八
十
年
代
の
英
國
社
會
生
義
に
對
し
..て
.は
？
後
^
詳
.述「

す
る
や
ラ
に

K
*
g
. 

H
3
m
d
m
s

を
通
じ
て
少
'な
か
ら 

，ず
影
着
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然

し

が

 

.
•八
四
九
年
か
ら

1
:./
\
:八
三
年
に
涉
つ
て
英
國
P
ン
，ド 

ン
に
亡
命
客
：ビ
し
て
滯
在
し
、
彼
の
經
濟
的
替
識
を
こ 

> 
に
求
め
、W

i
l
h
e
l
m
,

-Ee
crknecht 

を
し
て「

資
本

 ̂

は
た
ぃ
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
0-
み
創
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#
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あ
る
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3
2
)

.ビ
云
は
し
め
.た
㈣
資
本
主
義
の
發
達
し 

た
典
顿
^
お
り
な
が
ら
少
數
の
CT
命
外
國
人
以
外
に
多 

< 

S

■
與
へ
得
な
か
つ
た
こ
ど
は
我
々
の
：不
可
思 

議
ビ
す
る
所
で
あ
る
。(
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世
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紀

年

法

大

意
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里
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第

三

節

部

'

一
.
.
.
.
年
を
示
す
に
は
、
統
治
者
の
治
世
、
、
一
定
牟
數
を
反 

:

覆
す
る
周
®(a 

cycle) 、

或
は」

足
の
日
®
又
は
紀
元 

ハan 

e
r
a
)

を
起
點
^j

し
て
訐
算
す
る
一
連
^
-の
中
に
、
 

'
年
の
占
む
る
位
®
を
以
て
す
る
。
上
此
の
紀
元
、
例
へ
" 

-'
•
?
!
«
及
翁
^

(
T
h
e

 

Y
e
a
r

 

of t
he,

W
o
r
l
d

 
ノ 

■、之
次
^

々

'{
:
ff
B
さ
れ
て
ゐ
る
。)

、
オ

y
ン
ビ
ア
ド
紀(

H
?- 

.olympiad)(

註)

、
羅
馬
,
年(

1

 ̂Ye
a
r

 

of R
o
m
e
)
、 

及
び
セ
リ
L

シ
ド
王
朝
紀j

兀(
T
h
e

 seleuad 

E
r
a
)

の 

如
き
秫
冷
.の
紀
元
は
年
表
な
ど
に
は
往
々
揭
記
亡
ら
^-
' 

■て
ゐ
る
^
れ
ざ
も
S)

、

愛
ft
は
之
を
打
算
に
入
れ
な

し
：で

實

: ^
丄
、
上
記
の
三
®
ゆ
紀
年
法
丈
け
に
限
つ 

て
置
か
ぅ
。
.、
 

，

^
M
9
B
H

a
i
a
i

'X
近
明
米
阐
の
雜
p

r
it
0
1
<3;
で
&

を

誤

用

し

てO
l
y
m
p
i
c

 

G
a
m
e
s

.の
葸
味
に
使
刖
す
る
こ

-J
-J
 

V
行
は
れ
て
來
た
*
诚
に
笑
企 

の
至
り
で
わ
る
。(

一
九1

1
〇

年
九
乃
十
八m

刊

行

の

s
r
tぞ
丨 

t
.
o
n

兰
ニ
花
茛
參
眼
。〕
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水
那
で
神
武
紀
元
を

E

す
る
匕
至
つ
た
の

|1
、
明
治
五

¥
十
.

「  

月
十
五
日
太
踐
宵
市
告
第
三
叫

-
-號
“今
股
た
陽
歷
御
顿
行
神 

武
天
盘
即
位
チ
以
デ
組
元

K
:被
足
候II

付
其
旨
チ
被
告
候
爲
メ
來 

か1.1

十
五
n
御
祭
典
被

m
行
候
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と
-い
ふ
§

I-
ょ
つ
て
_
か
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で
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が
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次
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で
同
六
¥
三

■/
}
七
日
太
政
官
布
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笫
瓜
' 一
媿
I:

ょ
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大
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チ
紡
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節
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|1
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も
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(

七

,
2

:
雜
.
.
錄
中
他
の
紙
ゃ
露
齓 

.
猫

ー

モ

>

^
の
坻
名
は
蓝
確
な
る
日
附
を
提
供
し
^
叹
で
ぁ
各
。

..然
る
に
西
羅
埸
で
は
西
歷
五
ー
ー
一
：四

.年

以

後

、
.
東

羅

埸

で 

は
同
五
四 

一
¥
以
後
に
、
0

0

の
任
.豐

れ

た

も

の

が 

無
か
つ
た
か
ら
、爾
後
の
年
を
示
す
に
は
、，西
羅
拋
で
は

post -cssuiatum paul

g:'
東
雜
馬
で
は
.

post 

consul-

. 

.
:

. 

.

.

.

.

.

.

.

a
t
u
m

 

B
l

i

ど
記
し
巧
次
い
で
五
六
六
年
に
泉
帝

ユ
ス
チ
ヌ
ス
第
ニ
世
が
統
領
職
を
偕
収
す
る
に
及
ん 

で
、
爾
來
帝
國
の
紀
年
を〗

不
す
に
はa

n
g

 
II. 

post 

consulatum 

M
a
u
r
i
c
H

の
如
き
形
式
を
，以
て
す
る
事
、匕

衣
つ
た
。
こ
れ
統
領
職
の
任
期
は
通
例
氣
帝
が
即
位
せ 

る
翌
年
の
1
月

1
日
に
始
ま
る
匕
思
は
れ
で
ゐ
た
か
ら
：
 

で
ぁ
る
。
斯
く
し
て
統
領
就
任
後
何
年
；

V

い
^
數
へ
方 

(T
h
e

 

.でost

丨
 consulate 

recko

s.n

的)

は
極
く 
上
世
こ
行

は
れ
、
且
つ
君
主
國
.に
於
て
は
今
日
迄
も
連
續
し
て
行 

は
れ
ヤ

•&
る
主
«
者

0
年

數

を

以

て

ず

る

，計

«
%
*
同 

R
見
ら
れ
る
i
ビ

、
な
つ
^
。
併
し
&
等
の
郞
©.
矶
^: 

(Regnal 

Y
e
a
r

 )

の
起
亂
€

な
^
-
る
日
附
は
何
處
で
も

同

1

で
は
な
か
つ
^
。‘
例
へ
戍
フ
ラ
ン
ク
民
族
の
間
に 

於
て
は
國
玉
.

(
K
i
n
g
'

の
地
位
を
さ
す)

の
即
位
を
以
て 

始
ど
し
た
る
レ
、
力ー

ル
大
帝
が
八
〇
〇
年
に
帝(

W
日
丨 

p
e
r
o
r

の
.地
位
を
さ
す)

位
に
発
る
に
及
ん
で
は
，そ
の 

戴
冠
式
よ
レ
年
を
繰
つ
た
。
S)

そ
し
て
此
の
慣
習
は 

佛
蘭
西
.の
諸
玉
に
よ
つ
汶
大
抵
持
續
せ
ら
れ
、
獨
逸
の 

諸
王
は
通
例
そ
の
即
位
よ
6
年
を
記
し
た
る
も
、
帝
位 

に
即
く
に
及
ん
で
は
其
の
戴
冠
式
よ
り
.起
算
し
或
は
雨 

方
の
紀
年
を
記
し
れ
。
但
し
こ
の
規
則
に
は
除
外
例
な 

し
と
：は
言
へ
な
か
つ
た
。
英
蘭
に
於
て
は
年
は
常
，に
阔 

王
の
歜
冠
.式
よ
り
之
を
數
へ
.來
つ
た
が
、
遂
に
ヘ
ン
ク 

J
,第
三
世
.の
死
に
際
し
、
皇
太
子
が
十
字
取
出
征
中
に 

て
*不
在
で
あ
つ
た
た
め
、
改
正
を
，®
す
る
乙
ビ
，

ff

ゥ
ノ 

爾
來
王
'0
即
位
よ
6
數
べ
る
こ
ざ
、
な
つ
た
。
羅
埸
法 

王
は
法
王
紀
年(pontifical 

Y
e
a
r
s
)

を
、
其
の
選
摩
よ
り

數
へ
ず
R
、
其
の
任
職
‘

(

1
1̂
1- ordination 

or 

conse

cration) 
よ

-
 ̂數
へ 
る
を
殆
ん
ぐ

」

常
ビ
し
た
。

し
It
*
現
今
で
は
ノ
-̂
ド
卩
で
も
H.spbror 

...
で
1
、
：：等
し
ぐ
，皇
帝
>
jp.
'

'
.
.
.
す
る
0
が
外
突
上
の
.憤
;»
ミ
な
つ
て
^
る
け
れ
“ど
も
、
中
1|
1
|:
於
..

X
は
判
然
と
^
>
區
別
す
ベ
杀
で
あ
る
。,

,

の
兩
語
の
差
別
を
理 

.:
解
す
る
祺
は
一
前
！：
於
て
中
li
t
期
に
於
け
る
羅
馬
帝
國
の
國
家
組
，
 

.

V
，.織
^
理
會
す
る
寧w

な
る
の
で
大
切
な
事
で
あ
る
。

.
.
.
.
广
'

<
1周
期

:
:滕
'史
の
用
に
宛
て
ら
れ
た
最
古
の
]̂

期

'

(

 ̂

は
.章
W
:
&
:
S
'A
。〕

は
十
.五
年
ょ
ぅ
成
るIndiction 

wff
l 

踩
登
離
周
期)

で
あ
つ
た
。
ゃ」

の
周
期
は
西
曆
}

r
f
i
r

一
 

年
九
月
；一.日
ょ
レ
起
算
せ
ら
れ
：て
ゐ
名
が
.、「

實
は 
一l
A 

七
年
に
會
IH
V
用

^
宛
つ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
0;
ら
し 

ぃ
。
併
し
ィ
シ
デ
ク
シ
ョv

の
®,
一
周
期
の
，起
點
い
じ
な 

'つ
た
日
附
K
つ
：い
て
は
證
據
e
ず
ベ
き
材
料
が
な
い
°
一 

枭
れ
周
期
の
數
が
唱
へ
ら
れ
|2
事
が
殆
ん
ざ
無
い
，か
.ら
，
 

で
あ
る
。
だ
士
知
り
#
る
は
特
殊
の
M
が
某
十
五
银
周 

期
中
に
占
む
る
位
置
丈
け
で
あ
る
o
減
の
厨
期
が
何
れ 

で
あ
る
.か
.を
'知
b
得
る〔

は
れ

V
ィ
ン
デ
^

^
ョ
' 一
^
®] 

，じ
關
•靡
し
て
揭
記
し
て
あ
る
他
の
日
附
、
‘例
へ
ば
歡
領 

就
銜
狻
或
は
統
治
者
の
紀
年
句
瓜
較
.し
、
.
x
f
c 
0

^

至
つ
て
は
a
督
降
誕
紙
年
ビ
比
較
し
て
で
あ
る
。
を
れ 

故
に
、
現
今
主
と
し
て
ィ
ン
'デ
ク
シ
ョ
ン
.は
之
ど
併
記 

し
て
：あ
る
他
の
紀
年
を
.照
查
し
义
は
訂
:£
す
る
た
め
の
. 

手
段
に
供
せ
ら
れ
て
ゐ
る
;9
其
の
日
附
を

7|
-
-
;
,
に
'は
，、
 

,̂
.ン
.デ
ク
シ
ョ
ン
の
第
一
年 

< は
せ
す
し
て
、
常
に
第 

1

ィ
ン
デ
ク
シ
ョ

ン

(
p
d
m
a
,

 

J
n
d
o-
t
o'
n
e

)

ど
い
ふ
上 

§
歡
式
を
以
て
し
た
。
之
を
.譯
b
で
恶
瞥
紀
元
.に
ょ
る 

紀
.年
を
以
て
記
'す
と
s

^
は
、
其

0
大
部
分
を
含
ん
で
. 

ゐ
る
年
を
以
て
之
^
宛
て
る
の
が
規
f

あ
る
。
.故
に 

第

1
:ィ
ン
デ
>
シ
ョ
ン
ば
.西
®:
:
三
一
：
.三
年
の
ィ
ン
デ

ダ 

シ
..ョ
ン
ご
稱
せ
ら
れ

る
.

0:
-

‘
 

'こ
の
事
は
常
に
明
か
に
述
ベ
’で
な
い
か
ら
覺
へ

®
く

 

の
偕
が
あ
る
。'
,實
k
桶
名
な
る
學
者K

e
m
b
l
e

は
、
^: 

ン
デ
.ク
シ
.

ョ.

ン
は
.當
年
の
九
月
に
始
ま
る
と
い
ぶ
僧
念 

に
基
ヴ
ぃ
で
> 
ア
ン
グ
.
.

JT 

,.

戈
ク
ンV

の
憲
章
中
ぬ
常 

軌
ビ
な
つ
で
&
各
紕
年
を
.ば
概
論
し
て
が
る
。
斯
奴
を 

實
例
_

¥

<ア

の

外

に

れ

て

な

^
い
。

、
’

:

第
十
五
卷

七
！.九
.

〕

' 

_
.
,
'

錄
：

中
世
の
紙
毕
法
太
獻

5



.笫

十

玉

卷(

七
1
1〇
>

>
雜：
錄中
世の
紀

_
'̂
; 

併
し
イ
ン
デ
‘ク
シ
ョ
ン
は
常
^

：

M
i

 

nf

に
始
^
;
v
t 

は
ゐ
«

い
。
本
來
の
イ
シ
デ
ク
シ
ョ
シ
>
即
ち
九
月I. 

H
に
始
ま
る
希
臘
或
は
ゴ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
：式
0. 

外
に
"
ニ
通 

>
 の
別
の
數
ベ
方
が
發
.達
し
^
。
其
のf

 

は
ケ
丨
ザ
ー
或
は
帝
國
イ
シ
デ
ク
シ
Bン-.

又
は
ゴ
ン
ス 

タ
ン
チ
ヌ
ス
の
イ
ン
デ
ク
シ
.
»ン
ビ
M
す
る
も
の
で
、
. 

九
月
一
一
十
四H
を
始VJ

し
.て
ゐ
る
。
恐
ら
く
は
秋
分
の
. 

日
^

1
致
^
.せ
る
た
め
に
エ
夫
3
れ
た
も
の
で
あ
ら 

、ぅ
。
：
本
式
は
英
蘭
の
ビ
丨
ド
大
師
の
如
き
高
ft
'
が
之
を 

採
用
せ
.る
だ
め
に
廣
く
行
は
れ
た
。
：‘優
宜
上
：B

e
d
s

 
； 

J
n
l
o
n

ビ
稱
せ
ら
れ
て
ゐ
るp

‘他
の
'「

は
羅
竭
の
又 

は
法
王
の
イV

デ
ク
シ
‘

ン
と
稱
す
る
1
0'
'
で
、
十
一
：一
 

月1

一
十
五
日
.を
^
ど
し
、
又
往
々
R
し

て

一

月

、
一
白
'を 

1
始
办
S
し
た
こ
ビ
■?
>
あ
る
？
之
は
イ
シ
デ
ク
シ
ョ
ン
ゼ 

曾
迪
の
紀
年
ビ1

致
さ
せ
'る
た
め
^
エ
夫
3
れ
た
.も
の 

R
違
な
い
。
以
上
三
a
の
イ
ン
デ
ク
シ
ョ
ン
の
中

V
#' 

臘
の
を
れ
は1

〇
八
七
年
の
前
ま
で
法
王
に
ょ
っ
て
芷

<

愈 

.第

五

號

：

一
八
.
.

親

に

使

用

せ?>
'
'れ
た
。
.
此
年
以
後
は
慣
習
が
一
定
せ 

ず

、
.遂
に
法
王
广
^
ク
サ
ン
ダ
I
第

三

世(

ー
，ー
五
九 

,

i
1

八
一
年)

の
治
下
.k
至
つ
て
、
九
月
ニ
十
卹 

日
を
始
ど
す
る
ビ
!
ド
の
ゼ
れ
に
確
定
し
た
。
.ィ
ン
デ 

一
グ
幺
ョ
ン
は
八
〇
〇
年
の
力
ー
,
大
帝
の
戴
冠
式
さ
共 

に
、
伊
太
利
’ょ
ヶ
贫
國
齡
錄
所
^
傅
は
つ
れ
。
最
初
に 

は

希

臘

式

、
次

い

で

他

の

•
一

 
一
式
が
交
互
化
行
は
れ
た
。

英
蘭
で
は
ビ
r
ド
の
そ
れ
が
普
姐
で
あ
つ
た
が
、
之 

よ
り
む
簡
單
な
^
ク
グ
ス
マ
ス
を
趣
_
ど
す
る
計
算
が 

| 

.漸
次
に
使
用
せ
ら
れ
る
や
ラ
_

っ
た

.0
法
王
廷
記
錄 

「

所
及
沙
帝
國
記
錄
脉
以
.外
で
ば
，
ィ
ン
デ
ク
シ
ョ
シ
は
主 

V
Jし
て
宗
敎
上
の
制
度
で
.あ
り
て
、
諸
寺
院
の
た
め
の 

\
:

懑
章
中
に
見
出
3
れ
る
o
を
し
て
藤
史
家
は
屢
々
之
に 

|

叙
說
し
て
ゐ
る
の
で
あ
&
が
.
、
' 一
般
に
は
益
々
使
用
.さ 

ヾ
れ
な
く
な
つ
た
。
：羅
馬
法
王
又
は
1
帝

ょ

.り

認

可

を

受 

て
、
*
も
®
確
な
る
形
式
に
證
書
を
作
成
す
る
事
を
，
 

好
.ん
だ

公

證

人

，
の

が

が

、
、
其

ゅ

.文
¥

化

必

ず

ィy:
^

:

ク
シ
ョ
ン

の
記
入
を
忘
^
な
が
つ
た

。"

.

:

又

復

活

祭

日

の

日

知

せ

ん

が

た

め

、

.1
S

I H 

.確

軟

言

べ

ば

、

春

分

の

矿

の

十

西

0 ,
を

見

3
:

?
ん

が

れ

：
 

め

の

技

術

上

の

目

的

ょ

り

H

夫

？

れ

れ

他

办

周

期

が

行

 

は

れ

て

ゐ

れ

。

こ

の

日

に

對

し

て

復

活

祭

日

が

如

何

な

 

ざ

關

係

を

爲

し

て

ゐ

た

か

が

、

久

し

く

論

爭

點

と

な

つ
 

て

.ゐ

れ

が

、

第

丑

、
六

世

紀

：
の

頃

ま

で

に

殆

: ^
ど

：
其

の

決

 

定

を

見

、

復

活

祭

W

は

三

月

，
ー

一

十

一

日

の

、

又

は

其

後

 

の

滿

ヵ

の

次

^

來

る

由

曜

日

で

あ

る

ビ

い

ふ

定

義

が

採
 

用

せ

ら

れ

る

事

S

な

つ

た

。

A
復
活
祭
日
表
；
基
督
紀
年
を
決
定
す
る
日
附
w
's
.れ 

る
復
活
祭
日
が
箅
出
さ
る
，ベ
，&
起

點

を

見

出

：す

れ

.
め 

:に
.、
：：

11

一
六
五
日ビ
四
分
の

1
0太
陽
暦
年
ビ
ニ 

g
四
日 

:0
太
陰
曆
■年v

 

-

.

觅
に
之
ど
全
く
獨
立
に
進
み
行
く
週
，
 

P

ビ
、
.以
上
三
個
の
合
致
し
娜
&:
锻
位
を
：一
致
さ
せ
ん 

と
す
：る
企
が
爲
さ
れ
た
' 
即
ち
三
軍
位
が
其
の
終
期
に
I 

於
て
、
*始
初
^
於
け
る
ビ
等
し
く
新
^
‘出
發

し

得

.べ
き

.1

組
の
年
數
ょ
り
成
れ
る
周
期
を
紐
立
て
ん
ど
し
12
の 

で
あ

:?
>

ノ
M

W
を
太
陽
曆
年
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
は

 ̂

為
な
事
で
あ
る
。

十
年
が
1

5
ハ
芄
日
か
%
相
來
て
ゐ 

允
な
ら
ば
：、
每
七
年
の
元
日
は
同
じ
蹓
W
と
な
る
の
で 

あ
る
が
"
.関
年
に
'
1
«を
.增
.す
が
た
め
^
、
此
數
を
四 

倍
す
る
必
要
が
生
ず
'5
。

斯

く

し

て

一

一

十

八

年

の

太

陽 

:間

期

を

得

る°

'

.

.

■:
:

こ

の

周

期

を

太

陰

，の

現

象

に

合

致

さ

せ

る

乙

C-
は
、

:

之
ょ
り
か
餘
程
祓
雜
で
あ
る
。
八
十
四
年
の
周
期
即
ち 

，三
太
陽
周
期
が
一
時
期
を
形
成
し
、
其
の
終
末
に
於
て 

H
單
位
が
與
び
合
致
す
ベ
き
こ
と
が
、
羅
馬
で
第
三
世 

濰
に
ft
箅
：さ
れ
れ
が
：
實

にI

方
代
年
ビ
週
日
を
勿
論 

調
和
さ
せ
た
け
れ
ど
も
、
他
方
^
太
陰
.の
計
算
£

て 

1:H
ど
四
分
の
一
の
誤
差
を
舍
ん
で
ゐ
た
。
此
の
周
期 

v
v̂r
は
、
か
の
々
'ル
ト
人
の
敎
會
に
採
用
せ
ら
れ
る
事 

ミ
f

r
 

I

層
學
術
的
な
る
他
の
系
統
を
採
用
せ
し
人 

々
¥
長
き
#
曝
を
生
ず
る
^
至

ら

し

め

^
-
，も

の

で

あ

第
五
號

1

ニ
九



.

(

七U

ニ〕

雜

錄

中

世
0
紀

年

法

大

邋

.藍

號

一

H
0

る
？
そ
し
て
.こ
め
爭
は
六
六
四
年
英
闞
ゆ-

I
w
h
i
t
b
y
R

 

_開
か
れ
た
有
名
な
る
宗
敎
會
■
の
後
ま
で
も
^
ら
く
鎭 

ま
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

.•

.

•■
成
る
可
く
正
確
を
期
せ
ん
が
た
め
.に
は
、
明
か
に
太 

陰
の
廻
轉
の
時
期
を
打
算
に
ん
れ
：ね
ば
な
ら
な
か
つ 

た
。
太
陰
暦
の
ニ
三
五
ヶ
月
は
殆
ん
ど
疋
確
^
太

陽

曆

，
 

の1
1

ニ
八
，ヶ
月
、W

•ち
十
九
年
に
合
致
し
、
其
の
終
末 

.

.

.
;R
於
で
雨
歷
?#
は
再
び
_合
致
す

'5
こVJ
が

上

世

.の

ァ

テ 

ネ
^

»
て
»
館

さ

れ

た

。
::
:
'̂
の

太

陰

周

期

梂

朿

羅

馬

ド
 

於
.て
復
活
‘祭
日
.の
訐
算
を
定
む
ベ
&
輪

據

の一
ビ
し
て 

-

採
用
さ
れ
*

0
ァ
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ャS

天
文
學
者
達
は 

五

，
三

ニ

年

の

大

周

期

(A
n
n
u
s

 

.
Mag

n
u
s
)

，を
組
立
て 

B
 M

は3

一
 
十
八
年

£0
.太
陽
周
期
に
，
十
九
部
の
太
陰
一 

周
期
を
#
じ
た
成
果
で
ぁ
：る
0
''
:
が

：ぐ

て

：襴

和

し
«

4
一
 

輩
位
を
調
和
さ
せ
.た
。
乙
の
周
期
の
終
末
に
於
て
卞
月 

0
も
、
!]
1
日
も
、
月
の
;®
.虛
も
、
，悉
く
其
の
始
初
ビ
同

. 

1

の
點
に
合
致
1
た
。
.
こ

の

系

統

が

最

後

{<
:
{|
|

立

し

た t

き
、
太
膣
周
期
は
ニ
傰
の
違
つ
た
起
纖
よ
り
計
算 

:

3
れ
た
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
希
臘
式
計
箅
法
で
ぁ 

る

所

謂

太

陰

周

期

は

西

羅

馬

{<
:
於

て

採

用

さ

れ

た

も

の 

:

よ
-
も̂
三
年
後
に
起
點
を
置
.

S

た
。
後
者
は
十
九
年
周 

.
期(circulus frcemnovelmalis)

又
は
金
數(

T
h
e

 G
o
l
d
， 

|

名

N
u
m
b
e
r
)

と
稱
せ
ら
れ
、
該
周
期
中
.の
年
數
も
亦 

等
し
ィ
金
數
S
稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

'
,五
三
ニ
年
の
時
期
を
基
礎
ご
す
る一

つ
の
表
が
四
五 

七
年
^
ア
ク
ィ
タ
一一

ヤ

のv
i
a
o
r
i
u
s

に
よ
つ
て
組
立 

て
ら
れ
た
。
本
表
は
久
し
く
伊
太
刹
に
行
は
れ
、
M
に 

展

く
ガ
ヤ
に
行
は
れ
た
。
五
ニ
五
年
にs

o
n
y
s
i
u
s
.

 

•I 

E

x

f-t
J
sの
考
案
处
成
る
十
九
年
の
新
周
期
が
之
に
代 

:

‘
へ
ら
.れ
た
け
れ
ど
も
、
こ
は
其
後
百
有
餘
年
ま
で
は
通 

用
し
な
か
つ
.た
ら
し
い
。
之
^:0

い

，
て

は

降

誕

紀

年

の
 

起
源
を
述
べ
る
ビ
き
R
再
說
し
よ
ぅ
。

• 

*

八
十
四
年
の
周
飢
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ヤ
よ
り
、
SI 

に
正
確
な
る
-曆
法
が
移
入
さ
れ
る
k
及
ん
で
廢
'1
,
1た
け
•

れ
.
e
も
、
、其
中
のj

特
色
は
画
羅
馬
の
紀
年
法
中
0
恒 

久
的
要
素
ミ
な
つ
て
持
續
し
た
。
之
の
特
色
ど
い
ふ
の 

は
太
陰
,

の
配
®
で
ぁ
つ
た
。，
上
郁
の
如
く
太
陰
暦
. 

年
a :
'ニ
五
四
日
よ
り
成
&
、
十1:1 :

の
太
陰
月 

耽
分
た
れ
、(

其

終

な

つ

て

f

太
陽
曆
卬
中
の
月 

を
ビ
つ
て
月
名VJ

し
、

各

大

小F
u
l
l

p
p
a

K
o
l
l
o
w

 

M
o
n
t
h
s

<e
J
名
づ
く
る)

三
十
日
ノ
し
二
十
九
日
の
.月
ど
を

交
互
に
配
®
し
た
0

m

t太
陰
曆
部
は：

太
陽
曆
年
よ
り 

十

.
•日
短
か
き
を
以
て
？
太
陰
ば
歲
末
に
於
て
歲
首
に 

於
.け
る
よ
々
も
十
ー
^
1進
ん
で
，ゐ
る
0

一
 

月
ー
日
に
於 

け

る

月

齢

は

之

，れ

を

歲

首

加

日

^pacts 

: "adieQtlones 

r
g
e

)

x
い
ふ
。
其
數
が
或
る
雄
に1

で
ぁ
れ
ば
、
.翌 

年
は
十11

、

第
1ー.
¥目
.に
は
1
1十
一
与
^
^

め
^
华
は
前
部
の
九
月 
一
U

R
始
ま
る
も
の
ど
し
て
計 

黛
さ
れ
れ
。
之
が
三
十
に
達
す
れ
ば
、
之
を
加
日
よ
b 

引
&
去
り
、
三
十
日
'の
間
月fEmbolismal 

M
o
n
t
h
)

が 

1.

部
の
中
に
_
は
る
'。：
関
月
は
十
九
年
周
期
中
の
七
グ

第

十

五

卷(

七
ニ
三
ヾ

>

，■
ノ
年
丈
け
^
挪
べ
、
其
上
に
®
#
に
は
関
日CEmbolismal 

■;
D
a
y

)

v

.t
加
へ
る
。
併
し
周
期
が
完
了
し
た
ビ
き
は
太 

陰
周
期
は
太
陽
周
期
よ
り
も
一
日
進
ん
で
ゐ
る

事
が
分 

つ
た
。
即
ち
太
陰
は一

日
を
跳
越
し
た
S
考
へ
ら
れ
た 

の
で
あ
る
。
之

をSaltus L
u
n
o
e

 

S
い
ふ
。

別
言
す 

れ
ば
、
周
期
の
'最
後
の
年
の
或
る
月
^

1

日
を
減
ず
る 

の
で
あ
る
。
こ
の
.潘
略(

s

k

gは
十
一
月
k
行
は
れ
る 

.
の
が
普
遞
で
あ
つ
た
が
、
.時
々
.ァV

ク
サ
ン
ド
リ
ャ
の 

慣
習
に
從
ひ
七
月
^
行
は
れ
た
事
も
あ
る
。

以
上
の
方
法
に
よ
つ
て
計
算
せ
ら
れ
た
太
陰
は
、
眞 

の
月
ビ
ー
.致
す
る
場
合
も
、
せ
ぬ
瘍
合
も
、觀
測
の
太
陰 

で
は
.な
く
て
、
所
謂
/®
月
で
あ
る
#
が

分

る

で

あ

ら 

一
ぅ
。
近
い
處
で1

例
をv

れ
ば
ニ
九
〇
三
年
に
は
、
近 

世

の

改

良

曆

は

從

，へ
'
る

復

活

祭

日

表
は
*

^
の
滿
月
を
. 

四
月
十
一
日
に
置
い
て
あ
つ
た
、
' 

_つ
て
復
活
银
は
は 

翌
十
二
日
に
行
は
れ
た
。
然
る
.に
當
時
の
.
本
®
に
よ
れ 

ば
、
夜
，竿
後
十
八
分
^
、
隨
、つ
.て
四
月
0
十1

一
日
に
S

第

五

號

‘ 

ニ
三
，一

雜錄中世の紀年法大意



o
て
太
陰
が
滿
つ
る
の
で
あ
ヴ
た
。
故

:{
:
推
算
に
ょ
ら 

な

い

で

觀

測

に

ょ

る

ヒ

復
®;
祭

日

は

同

十

九

日

に

行

は

名
べ
き
で
あ
つ
た
。
'■
:
::
'

'
J

'

:
;:
.
:,
:

復
活
银
日
表
は
本
來
所
謂
.

Paschal 

T
e
r
m

な
る
滿 

•月
を
確
定
す
る
爲
な
の
で
あ
る
。
其
次
の
第
一
日
曜 

即

ちwaster S

目d
a
y

の
.日
を
繰
：

る
.-？̂

 

f
cは

0
§
丨
 

c
u
rrents

ど
稱
せ
ら
れ
て
ゐ
る
ー
組
0
數
が
三
月
ニ
十 

;四
旧
の
爾
日
を
示
す
や
ぅ
に
.配

置

さ

れ

て

，
あ

る

、
。

是

等
 

の

.ft
は
二
ょ
ち
七
に
及
び
、f

が
金
曜
：

n
、1.-1
が
土
隴
日 

せ

，
い

ふ

順

に

竝

べ

、

各

間

年

に

は

こ

つ

の

數

が

省

か

れ 

,て

あ
.る
。
:を
：し

て

是

等0
數

は

每

年

順

.1
;
酤
當
さ
れ
て

. 

.居
る
：。
こ
の
爲
に
年
は
三
月
ー
日
を
起
點
ビ
し
て
歡
へ 

ら
れ
て
ゐ
ぬ
°
例
’へ
ば
ご
一
月 
一j

十

M
日
瞎
日
に
當 

れ
ば
、
其

年

のC
o
n
c
u
r
r
e
n
t
s

は
一
で
、
2
2曜
文
字
は
ド 

で
あ
る
。
何
故
に
三
月
ニ
十
四
日
を
選
定
し
、
其
數
を 

金
艢
日
に
始
め
た
か
は
不
明
で
あ
^

o

,

4

紀
元
；
以
上
復
活
祭
日
の
周
期
の
喪
素
に
っ
い
て
少

.

.し
く
叙
述
'し
た

の

で

あ

，る

が

、
.避

等

の

事

項

は

年

代

.記 

憲
章
等
に
記
3
れ
て
な
い
事
が
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。
併 

し
一
是
等
は
普
通
の
時
の
數
へ
方
の
中
に
入
れ
る
事
は
出 

>
來
な
い
。
但
む
是
等
の
周
，期
の
二
つ
は
頗
る
大
切
に
な 

つ
た
'0
を
の
故
は
是
等
が
發
展
し
て
紀
元
ど
な
つ
た
か 

•
 

k
lr
.あ
る
、
換
言
す
れ
ば
復
活
祭
：

a

 

j

覽
表
中
の
第
一 

.年
が
す
ベ
て
の
年
を
連
_
的
に
計
算
す
る
起
點
ビ
し
て 

の
組
元
と
見
做
、さ
れ
る
や
ぅ
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

ン
蓋
し
M

«

a實
用
上
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 

.故
、編
者
が
記
述
せ
る
年
0)
前
後
ょ
6
か
、
然
ら
.す
ば
現 

行
周
期
の
完
；/
ょ
り
始
ま
つ
た
の
で
あ
る
が
、
之
れ
妃 

'
反
し
て
編
者
が
更
に
遠
き
昔
に
溯
つ
て
一
層
大
規
模
な 

る
表
を
作
る
に
至
り
、
か
く
し
て
之
れ
が
參
考
用
、
T# 

ハ
也
用
に
供
せ
も
る
、
に
至
る
は
不
自
然
な
.事

で

は

な 

い
。
若
し
斯
く
し
た
な
ら
ば
、
過
去
の
時
期
に
對
し
て 

現
行
周
期
を
反
覆
し
、\
之
を
ば
現
在v

米
來
の
用
に
宛 

て
ら
れ
る
も
0
ご
'同
じ
原
，理
化
基
，ぃ
て
計
算
し
た
で
あ

.
ら
う
。
斯

樣

な
擴
大
さ

れ

h
る

周
期
よ
り
し
て
、
恐
ら
丨
て
居
る
。
誠
に
典
味
あ

る

暗
合
ご

も

い

ふ

べ

き

は

次
の 

:

く
西
班
牙
紀
元
は
起
つ
.た
で
.あ
ら
う
し
、：降

誕

紀

年

は

.
事
實
で
あ
る
。
若
し
彼
が
九
十
五
年(
即
ち
五
太
陰
周 

確
.に
之
よ
b
起
つ
た
の
で
あ
る
。
 

期)

.よ
：̂
な
：̂
、•

ァ
レ
タ
ナ
ン
ド
リ
ャ
0
所
謂
衆
邦
的 

;
西
班
牙
紀
元
は
第
五
世
紀
の
中
葉
商
後
に
、.
.西

班

牙

な

る

0
7
£
.の
周
期
€
同
じ
過
程
を
ふ
ん
で
同
じ
誤
» 

の
1}
:
.統
派
基
督
敎
徙
間
に
甌
は
れ
た
。
购
等
よ
う
し
て
.：|

を
犯
し
て
も
全
然
同
一
の
起
點
に
到
達
し
た
る
'筑
で
あ 

ァ

リ

ゥ

ス

派

，の

西

ゴ

ー

ト

族

に

«
は
つ
た
6
萁

頃

羅

碍

る

。
若
し
又
彼
が
三
八
〇
年
を
起
點
ミ
す
る
ァ
レ
ク
サ 

R
行
は
れ
て
ゐ
た
舊
來
の
復
活
祭
日

表

は

ニ

九

八

年

一

シ

ド

リ

ャ

の

ば

8
是
^

3
の

古
表
よ
り
逆
®

し

て

も

同 

月
ー
_日
を
起
點
ど
’
る
八
十
四
年
周
期
.

(

即
ち
三
太
陽j

&
結
果
が
得
ら
れ
た
で
あ
&
う
。
’即
ち
三
八
◦
年
よ
h 

周

期)

；
：
で

：
あ

づ

て

、

將

に

.：
改

訂

^
要
す
る
ぱ
か
レ
^
な

ノ 

二
十
ニ
太
陰
周
期
即
ち
西
一
八
ヶ
年
を
減
じ
て
西
曆
前 

■:

つ
て
ゐ
_た
が
、
こ
勿
改
正
が
直
に
西
班
牙
に
知
ら
れ
た
三
八
年
に
達
し
れ
箸
で
あ
る
。

.
や
う
.で
は
な
い
。；
西
班
牙
國
にV

は
年
代
記
作
者
が
ニ 

I
:

:'
西
班
牙
紀
元
は
該
半
島
に
固
有
で
あ
り
、
を
し
て
又 

.
，九
八
年
に
始
ま
る
周
期
^
先
立
ち
、
復
活
办m

^
e
s
u
r
-
;
.1

時
西
コ
ー
ド
族
^
所
规
し
て
ゐ
た
ガ
リ
ャ
の
西
南
部 

rection) 

'ビ
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
日
附
を
入
れ
れ
'
|組
0 :
-
.^(Aquitaine' and 

L
a
n
g
u
e
d
o
c
)

R
特
有
な
も
の
で
あ
つ 

.

周
期
を
«*
立
て
、
斯
く
溯
及
計
箅
を
.行
つ
て
、
：紀

元

前

ね

。
る
は
連
續
使
用
せ
ら
れ
て
第
十
四
世
紀
化
及
び
菊 

三
八
年1

月
：一:

日
に
彼
の
最
初
の
周
期
を
始
め
た
や
う
萄
牙
で
は
第
十
五
世
紀
®
前
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
の
紀 

;
で
が
る
。
.此

說

は

事

實

次

の

调

期

の

第

ー

年

で

办

つ

た

.年

0
常
にa

n
n
o
&
C
I
I
r

ビ
せ
す
に
、Er

a

 M
C
I
I
I
(

西
曆 

ベ
.

ニ
九
ル
年
を
偶
然
作
渚
が
^
べ
、込
ん
だ
：こ
ビ
を
推
測
し
い

4
0
.六
五
年
^
相
當
す
> 
ミ
記
さ
れ
て
ゐ
る
故1

T

こ 

、
第

十

五

翁(

七
ニ
五)

.
1
_
 

_
 

‘

■
第
玉
號
.

二
重



第
十
$
奋

(

七

ニ

六)

雜

錄

中

世

の

.紐
年
法
大
意 

' 

辩
五
^

ニ

ニ

四

,

0
計
算
法
ほ
^
他

の

1
,切
:0
計
算
法
ビ
區
別
し
易
い
も
：
 

の
は
な
-い
。
そ
し
て
歲
首
を
必
^

一，
月
一
日
ビ
し
て
思 

::
る
故
に
，
他
に
見
る
や
ぅ
な
泥
雜
を
免
れ
て
ゐ
る
。：：

''
<
!迤
督
*
年

ノ

五】】
五

年

に

ネ

キ^-
ャ
出
の
羅
馬
に
住」 

め
る
十
#
僧

Dionysius 

E
x
i
g
u
u
s

が
、
五
三
一
年
こ 

■至
つ
そ
完
了
す
べ
&
當
時
の
周
»]
の
そ
れ
'に
代
は
る
；べ 

:

き
復
活
祭
：H
表
の
線
»
に
着
手
し
/2
。
其
の
：周
期
は
.一I 

八

4
年
'̂
始
ま
る
.デ
ォ
ク
レ
チ
ア
ヌ
1.
ス
帝
^
元

の

-—
»
35
. 

三
年
目
、
；
即
ち
西
曆
四
H
七
年
よ
り
計
算
ぜ
ら
れ
五
太
：
 

陰
周
期
即
ち
九
十
五
年
よ
6
成
立
っ
て
ゐ
た
ノ
デ
ォ
ニ 

シ
：* ?
ス
は
之
：を
繼
祗
し
で
.ぃ
^
の
^
、
|'
'
:自

分

ば

棊

瞥

敎

：
ニ 

を
迫
害
せ
る
異
敎
徒
の
牟
を
記
す
を
好
ま
ぬ
、
寧
ろ
ィ
一 

:

土
：ス
•
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
を
起
點
ビ
し
た
方
‘が
よ
い
ビ
、

、
 

隨

-p
.て
彼
は
デ
ォ
ク
：レ
,
ア
ヌ
ス
帝
紀
元
二
四
七
年
.の 

翌
年
を
基
督
紀
元s

i
l
1 1
1

年(
T
h
e
Y
e
a
r

 Of o
u
r

 

L
o
r
d

 

5
32
)

ビ
記
し
た
。
彼
は
新
紀
元
を
工
夫
し
て
ゐ
る
事
を 

.少
し
も
喈
示
せ
^
基
督
降
誕
の
年
ビ
榷
兔
さ
れ
て
办
た

僅
少
の
差
異
办
る
數
個
の
H
附
中
ょ
^v |

を
選
ん
で
計 

算

し

、
_
たV
其
#*
を

記

入

せ

る

.
の

み

に

て

彼

の

復

活

银
 

::

日
表
に
併
記
せ
る
r
連
年
0
'«
首
，
c
し
た
。，
而
し
て
之 

ヵ
第
七
批
紀
^
英
語
の
憲
章
中
に
紀
年
ビ
し
て
使
用
せ 

ら
れ
、
.
且
つ
ビ
ー
ド
が
其
著『

英
吉
利
人
種
の
敎
舍
史』 

.に
採
用
す
る
ま
で
は
、
決
し
て
紀
元VJ

は
な
ら
な
か
つ

其
れ
故
に
英
國
流
の
記
し
方T

h
e

 

year 

of 

Grace 

;

は
英
蘭
の
發
脚
で
あ
る
。
英
蘭
よ
り
し
て
之
が
斷
大
陸 

^
渡
來
し
た
、
恐
ら
く 

S
t

 

B
o
n
i
f
a
c
e

k
s
:は
れ
て
c 

あ
つ
た
ら
ぅ
：
之
が
文
書
や
年
代
記
に
書
き
込
ま
れ
、
 

後
に
は
ス
ラ
ン
ク
の
諸
王W

諸
帝
に
.採
用
せ
ら
れ
、
其 

の
記
錄
所
よ
り
し
て
法
王
廷E

錄
所
R
傅
は
り
第
十
世 

紀
の
數
难
間
及
び
正
规
に
は
1
〇
四
八
年
よ
り
用
ひ
ら 

-れ
た
。
こ
の
紀
元
は
西
班
矛
以
外
の
西
邦
に
行
は
れ
て 

ゐ
る
唯I

の
紀
元
で
あ
ぅ
、f
他
に
い
ふ
ベ
き

競
敵
を
見 

な
い
の
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
、
成
る
歴
史
家
は
特
殊

0.
理
由
1

!>
.'
し
て
、
s.
督Q

受
難(

p
a
s
s
i
o
n
)
(

西
暦
三

:

の
事
を
記
す
方
•か
よ
か
ら
う
i

。

十
三
年
匕
認
め
ら
る
}
よ
り
其
の
日
附
をS

i

さ
ん
e
し
、

.

又
他
め
歷
史
家
は
紀
元
前
ニ
こ
年
を
起
點
在
す
る
：何

等
.

の
.效
益
な
き
新
濰
元
を
發
明
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
，彼 

文
其
日
货
を 

s
e
c
u
n
d
u
m

 

ev^ngelicam 

veritatem 
{眞 

\

理

の

福

蕾

よ

つ

て)

計
算
ざ
れ
た
る
も
の
ヒ
し
て
特 

記
せ
ん
事
を
欲
し
た
で
あ
ら
う
。
-
,是
等
ば
称
等
の一.

般 

的
叙
述
の
根
本
に
は
關
係
な
§
奇
想
0

~*
例
で
奴
今
。

\

.
‘
：
併

し

基

營

紀

元

1

年
が
西
勝
.
.
1
年
；で
：あ
る
；
ご
し
て 

も
、
其
年
の
何
れ
の
日
咬
降
誕
が
起
づ
仓
名
^

ベ
ぎ
か 

忙
づ
い
て
は
共
同
の
二
致
^
見

な

か

：つ

お

の

で

あ

る

，。

本
來
は
こ
の
日
ば
紀
元
前
一
屯
彐
月
ニ
十
芄
日
の 
'

『

御 

银』

：、の

日

で

あ

る̂
思
は
れ
て
ゐ
た
.や
う
で
あ
る
。
然…

..
;る
：に
，
ビ

ー

ド

は

歲

首

を

紀

元

前

-
年

十

ニ

月

ニ

十

五

ビ

'
:'
:
ム

羅

埸

，の
政
治
上
の
曆
年
は
，.一
月一

日
に
始
ま
. 

;:
.の
降
誕
祭
日
で
あ
る
ど
主
張
し
た
。
.是
等
の
雨
計
算
抵「

;
つ
^
。
そ
れ
故
、曆
本
は
他
の
日
を
起
酋
ビ
す
る
こ
と
が 

ぼ
久
し
く
錐
持
せ
ら
れ
て
ゐ
だ
が
ク
こ
.の
こ
^
を
詳
述
' -

殆
ん
^
出
來
な
か
0
た
。
隨
づ
て
金
數
S
日
曜
交
字
は 

ず
る
^
先
立
つ
て
古
代
よ
り
傅
は
ク
.て
ゐ
ふ
他
の
歲
酋
：

其

：n
l̂
b

w

w

sれ
た
。
且
.つ
曆
ビ
關
聯
せ
る
®
班
牙 

第
十
3£
餘

.(

七
ニ
セ
>
.
,雜

ン

錄

.

.

.
中
世
み
紺
嗥
法
犬
激

 

0

.

§ 

ニ 

S

吨
％
.因
|:
今
日
の
慣
用
と
.な
つ
‘て
ゐ
る
西
晴
紐
元
前
何
年
と
稱
す
る 

逆
算
法
は
第
十
八
世
紀
ふ
リ
初
め
て
啓
通
に
行
ば
れ
る
や
ぅ
に
な 

<>
f:
i
<?
>

T

^

^

o

(

p
s
f
. 

E
.
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參
照)

A. 

D
.

が
中
世

,

の
宗
软
上
及
ぴ
學
術
上
の
用
語
で
あ
ふ
錨
典
語
の
赉
略
•で

あ

つ 

て
*
之
れ
り
t

w
い
紀
年
が
、
却
つ
て
近
世
|:
な
つ
て
學
術
上
の 

,

用
.語
と
な
つ
?'
謂
國
語
、
例
八
ば
英
語
か
省
略
せ
ろ
W 

0
.
と
記 

さ
れ
て
ゐ
る
の
は
ぐ
8

1

^
の
其
の
歷
史
か
語
つ
て
ゐ
る
の 

で
あ
る
。
父
本
邦
で
は
憤
用
办『

1
1
賠』

な
る
語
か『

西
洋
紀
元』

と 

い
は
ね
ば
正
し
く
な
い
ミ
主
張
す
ゐ
學
^
む
あ
る
や
ぅ
で
わ
ネ
げ 

れ
ど
も
、
上
註
の
如
く
西
洋
め
紀
1兀
は 

一
ニ
|:
止
ま
ら
な
い
0
-
で 

わ
る
か
ら
し
て
"
こ
は
全
く
銷
れ
な
さ
こ
と
で
め
る
。
之
^
匙
督 

紀
元
と
い
ふ
も
、
耶
蘇
紀
元
と
い
ふ
も
、
將
r:
西
.
#紺
元
、
略
し 

て
西
紀
ミ
い
ふ
も
闻
じ
こ
と
で
わ
る
。
故
1;
簡
單
で
而
も
廣
く
行 

.
は
れ
て
る『

妞
層
¥
と
稱
す
る
の
が
"
最
も
侦
利
で
あ
り
且
つ
槌 

常
で
あ
ら
ぅ
^
思
は
れ
る
。



第

十

玉

怨(

七
二
八)

へ.

’雜」

錄
' 

中
泄
の
紐
铝
法
大
罾

紀

元

に

ょ

る

紀

年

は

常
^J:

月

一

：
日

を

歲

首

ど

し

た

o 

.

:

併
し
基
督
敎
徒
の
'說
で
は
？
此
H
が
異
.敎
徒
の
祭
日

 ̂

御
係
せ
み
た
め
に
、
之
を
非
議
し
割
禮
祭
日(Feast of 

t
h
e

^
ざ
仁
^

^
-̂
^
を
以
で
此
日
に
宛
て
ん
ビ
ォ
る
も
、
 

獨
逸
の
記
者
が
い
へ
る
が
如
く
に
、

「

カ
ー
日
を
起
點 

W
し
て
計
算
す
る
ご
と
を
、
割
禮
の
風
で
あ
る
^
い
； 

の
は
、

事
の
本
末
を
«
倒
せ
る
4
0
の
で
あ
る
.

o

 
:
こ
0 -
.許 

算
は
第
十
三
世
紀
ょ
b
往
.々
獨
逸
に
見
出
さ
れ
た
：る
も
：
 

他
處
に
て
は
至
つ
て
稀
な
名
歲
首
0
記
し
方
で
あ
る
。
 

荷
ほ
又
何
處
に
て
も
新
#.(

N
e
w
,

 Years 

D
a
y
)

と
い
ふ 

語
が
、

1

月

1

日
^
限

ら
^ -
て

居

つ

て

他

の

问

で

は

な
 

く
ノ
又
常
に
民
間
の
慣
用
が
特
に
之
は
關
係
し
て
ゐ
る
‘ 

の
は
妙
で
あ
る
。

羅
塒
敎
會
の
紀
年
は
本
來
は
三
月1

日
を
起
點
ど
し 

て
數
ベ
ら
れ
'^
力
、
基
督
敎
の
著
作
家
が
屢
々
三
月
を 

m
.
l月
ぐ
V
ぃ
へ
る
は
別
の
理
*
3か
ら
.
、̂
即
ち
此
月
は 

基
督
の
受
難w

復
活
が
行
は
れ
た
.月
で
あ
る
ビ
信
世
ら

第
五
號

1

三山
八

n

旦
つ
復
活
祭
.日
.の
.計
.算

が

す

ベ

て

之

を

起

點

と

せ 

る
が
た
め
で
あ
る
。
之

^

0

關
聯
し
てc

o
n
c
u
r
r
e
n
t
s

は 

三
月
；

1

日
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
日
附
は
，又
フ
ラ
ン
ク 

族
^
ょ
つ
て
擧
首W

認
め
ら
•れ
て
ゐ
た
や
ぅ
で
あ
る
。 

乏
を
以
て
舂
の
始
.と
し
た
チ
ユ
ー
ト
ン
の
舊
習
を
恐
ら 

.ぐ
傅
承
せ
る
が
た
め
で
あ
ら
ぅ
。
乙
は
ロ
ン
バ
ー
デ
ヤ 

諸
王
の
刺
令
に
見
出
さ
れ
、
第
十
二
世
紀
の
頃
ま
で
も 

茫

1

^

3

5

^
て
使
用
せ
ら
れ
沒
。

併
し
或
る
一
ヶ
所 

に
於
て
の
み
、
常
に
三」

月

1

日
が
.歲
酋
と
し
て
公
式
に 

墨
守
せ
ら
れ
て
.ゐ
た
。
そ
は
グ
ユ
二
ス
で
あ
つ
た
。
グ
ェ 

一

一

ス
に
於
て
は
0

一
 
七

.九

七

年

の

共

和

國

の

滅

ぶ

る 

と
&
ま
で
持
續
t
ら
れ
て
ゐ
た
。

•

羅
馬
の
會
計
年
度
、
そ
し
て
之
ょ
り
起
つ
た
元
の
ィ 

シ
.デ
ク
シ
ョ
'ン
は
九
月J

日
に
始
ま
つ
た
。
之
が
西
羅 

馬
で
は
年
を
繰

る

起

：點
ビ
し
て
稀
に
使
用
^
れ
た
。
但 

し
英
蘭
に
て
は
.第
十
ti
t
.
.
紀

及

び

第

十

.-
世

紀

の

双

に

：
 

は
、九
月IJ

十

四

に

始

唸

る

ビー

ド
の
イ
ン
デ
ク
シ
ヨ

.
:ン
を
.歲
首w

し
て
年
を
數
ベ
た
や
ぅ
で
あ
る
。
九

月1

せ
ら
れ
な
か
っ
た(

ビ
信
せ
.ら
れ
て
ゐ
るT

 

、

日
©
日
附
は
嚴
密
に
言
べ
ば
ビ
ザ
ン
チ
ク
，：ム
のE

.

附

で

'.
'本
訊
算
法
の
不
僳
な
る
事
が
間
も
な
く
感
せ
ら
れ
た 

お
っ
て
サ
紀
元
前
五
五
0
加
年
を
起
點
ど
.し
て

計

算

せ

の

で

>
降
誕
紀
年
は
御
吿
の
0
1ょ
り
で
は
な
く
、
降
誕 

ネ
ビ
ザ
ン
チ
ク
ム
の
世
界
紀
！兀(8

n
u
s

 

M
u
n
d
i
)

ビ
普
通
：

然
日
、
即
ら
紀
元
前j

年
十
一一

月
一一

十
五
日
の
ク
リ
ス 

:

關
機
せ
る
も

.0
で
あ
っ
れ
。;:
-:
1ば
西
擬
馬
で
ば
殆
ん
ぎ
タ 

之
は
少
な 

見
出
3
れ
な
か
っ
た
、
尤
も
最
後
I
で
ピ*

サ
ン
チ
ゥ
ム
く
ど
も
第
十
一
：世
紀
の
前
食
で
確
定
せ
る
歲
首
ビ
し
て 

，
の

配

下k
ぁ

っ

た

卞

伊

太

利

及
.
シ̂
シ
リ
1
島

を

除

い

行

は

れ

ヽ

：
一
〇
八
八
年
の
前
ま
で
は
法
王
に
ょ
っ
て
、 

.て

.の
事

-？
あ
る
0

,

;

.

「

:
—

:

一
 

月」

日
1
ー
ー
月
一
日
及
び
九
月
一
日
の
三
っ
の
歲
て
、
そ
し
て
又
英
蘭
に
於
け
る
ァ
.

V

ダ
口
。
ナ
ク
ソ
ン
及 

:
首
ょ 

>
轉
じ
て
、
再
び
基
®
紀
元
に
關
職
せ
ん
歲
首
忆
び
ノ
ト
マ
ン
の
諸
王

^
狀
っ
て
行
は
れ
た
。.
こ
の
規
則 

:
說

.か
ぅ
。
：御
吿
の
台
S
推

せ

ら

れ

て

ゐ

，る

D
Z
?

即

ち

紀

\

に
對
す
る
ニ
3
沙
例
外
が
特
殊
0
^
情
ょ
り
し
て
認
め 

,
元
前1

年一

二

月

一

ー

十

五

日

.を
起
：點
ビ
す
る
許
戴
は
廣
し
一
ら
れ
る
：。
法
王
M
御
敎
書(MVIlegia

)

用
の
計
算
の
起 

:
行

ば

れ

、
，殊

に

併

太

利

死

部

及

び

B
u
r
g
u
n
d
y

王
國
に」

點
を
通
吿
银
日(

t
a
d
y

 

D
a
y
)

に
決
定
せ
る
後
で
す
ら 

;於
で
行
は
れ
た
？
之
ば
ビ
：サ
：に
於
て
最
^
長

く

茶

續

し

I
、、
公
式
の
通
信
に
は
す
ベ
て
ク
タ
ス
マ
ス
を
使
用
し 

た

故

、
ぃ
ビ
サ
式

(calculus piŝ
lus) ：w

稱
せ
ら
れ
て
^

た
げ
英
蘭
で
同
じ
改
IE
が
爲
3
れ
た
ビ
き
、

ベ
ネ
デ
ク 

:
•:
る
。
.'
羅
埸
法
王
は
一
〇
A ;
八
年
乃
至1

:

|
風
通
—
間
^

:
ナ
次
ス
.派

&

修

道

院«-
第

十

鸱

世

紀

の

頃

ま

で

も

引

き 

折
々
之
を
使
用
し
た
が
、
を
办
前
後
に
は
决
し
で
使
用
續
い

‘て
ク
y

ス
マ
ス
を
歲

-t
S
し
て
ゐ
た
。

第
十
茧
卷
.(

七
.ニ
九)

雜

、
錄

.中
世

の

組

.，年

法

大

款

 

第

丑

號
1
H七
.

■ 

j
-
m 
fJJUUHr 

•に-
-
.

.

.
-
-
-
■ 

--

-

--
Jaû
ulytiiÂ
4 
^
 

UJnt 

u

o

l

i

 

a

/,
、，
、
» 

1
{
- 

u
i
M
M
I 

d
^
i 

I 

“

t

l

次
を

.

^

;

離

；
^

^

-
-

-
-
-li



第

十.I
 

(

七

康

：
T
 

_
:
雜

錄
中
世

か
祭

法

大

意

.

. 

f

:
號

H

:

乙

の

ク

リ

ス
‘
マ
ス
を
起
點
く
ず
る
|+
算
法
に
代
つ
|2 

暦
法
は
ヽ

ク
タ
ス
マ
ス
の
次
を
の
ー
ニ
月
ニ
十
五
2
1な
な 

通
告
祭
H
式
ビ
稱
す
る
.も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
は
。ヒ

^:

. 

式(calculus 

H
s
a
n
u
s
)

に

後

る

、

こ
.
ビ

十

一

一.ケ

月

で

あ 

:'
:る

.;
0
:こ
の
訐
筒
法
は
恐
ら
く
第
十
世
紙
0
.終
迄
溯
り
得
： 

::

る
だ
ら
.

rso :

本
式
は
フ
口
：
レ
：
ン
ス
に
fe
;
據
を
得
れ
，
故 

R
ビ
ヅ
に
：行
は
れ
た
似
寄
美
方
法

^
區
抓
し
て
7
之 

を
フ
口
レ
ン
ス
式(calculus 

Fiarentinus) 
vj

昌
へ
て 

ゐ
る
。
こ
0:
訐
箅
法
が
廣
く
傅
播
じ
た
の
呔
、
少
な
く 

ぐ
し
も一

©
はQ

s
t
e
r
c
I
3
n
s
M

0;
修
道
院
の
勢
力
に
負
へ
'
. 

る
の
で
あ
る
。.
本
式
は
佛
國&

諸
處
化
行
は
れ
た
が
 ヽ

主
ビ
し
て
寺
院
用
ビ
し
て
行
は
れ
へ
な
の
，で
あ
る
0
，法
王 

K

レ
：，ク
サ
，

V

ダ

ー

第

三

世

以

來

歷

代

の

：法

王

ぬ

之

.を

採 

用
し
、」

最
も
嚴
肅
な
る
文
書
^
の
み
之
を
.用
ひ
た
の
で 

あ
る
。
併
‘し
英
蘭
'̂
て
は
ブ
ー
フ
ン
タ
：ゼ
ネ
-
卜
王
朝
治 

下
に
於
て
花
規
の
方
法
'̂
な
り
、
特
にs

e
c
u
n
d
u
m

 con

丨
 

s
u
c
t
u
d
i
n
e
m
.

 

ecclesice 

A
n
g
l
i
c
a
n
c
e

 

(

英

.國
國
敎
ヘ

is 

の

-

慣
例
に
よ
つ
て)

ど
日
附
し
て
あ
る
ミ
き
に
は
、
典
年 

は
常
に
通
吿
祭
日
を
始
ビ
し
て
ゐ
る
。

事
實
の
上
で
は
こ

の

日
附
と
餘
り
か
け
離
れ
て
は
ゐ

_ 

«■
ぃ
が
、
.最
も
不
合
魏
な
發
明
で
あ
つ
て
、
且
つ
最
も 

一
不
便
な
る

算
定
は
復
活
祭
日

を

起
點
ビ
す
る
も

の

で

あ 

る
。
.年
數
は
降
誕
祭
日
よ
b
_
.數
へ
乍
ら
、
初

日

を

復

流 

|

の

-0
よ
b
數
へ
る
の
で
あ
5,
。
を
し
て
復
活
祭
の
時
期 

I 

Iは

1

ヶ
刃
有
餘
も
異
動
す
る

場
合
が
あ

る

に

よ
^
:

N
、

j 

|
年

0 .
期
間
は
決
し
て
劃
一
さ

れ

な

い

。

も

し

復

流

綠

日 

|:.
が
或
る
年
^
卑
く
、
次
年
に
晚
ぐ
、
.到
來
す
る
事
に
な 

I::
れ
ば
、
同
一
年
が
兩
端
R
三
月
或
は
四
月
の
大
部
分
の 

|
:日
數
を
占
む
る
こ

,̂に
な

る

。

又

注
意
し
て
體
く V

き 

'
は
復

活

祭

日

は

.E
a

s
t

e
r

 

E
v

e

を

含
む
S
考
へ
ら
れ
て 

ゐ
る
¥ V

V
J

、冬
し
て
往
々
に
し
て

a

 

p
a

s
s

o 'n
e

と

言
次 

れ

て

ゐ

る

こ

ど

で

あ

る

.。

こ

は
前
に
記
載
し
て
傲

い

た
 

■
稀
に
用
ひ
ら
れ
るp

a
s
s
i
o
n

紀
年
ど
は
違
ひ
、
た

C
受 

«.
の
季
節
中
に
其
日
が
存
す
る
丈
け
の
事
で
あ
る
。

-

こ
の
/2
介
な
曆
法
は
第
+
1
1、
三
世
紺
ょ
办
佛
國
の 

宮
廷
に
使
用
さ
れ
る
や
名
な
つ
た
。〉

之
.を
ガ
リ
ャ
式 

(
m
o
s

 

GalHcanuk
)

ビ
い
ふ
。

併
し
佛
國
の
各
地
に
行 

は
れ
た
地
方
的
^.
«
に
於
て
は
之
が
全
然
通
吿
锬
日
を
. 

起
點
ど
す
る
許
簕
法
の
代
に
用
ゐ
ら
れ
た
.の

：
で

は

無

’
.， 

-S.

°
そ
^V

又
決
し
て
佛
國
の
攒
域
の
外
に
遠
く
ま
で 

行
は
.れ
た
の
で
は
な
い
。：
.たV

統
治
者
の
：家
族
を
通
じ 

て
：又
^
商
事
上
に
、
之
ビ
密
接
な
る
關
係
を
乾
す
る
場 

處
に
及
ん
だ
丈
け
で
あ
る
、
:,
故
に
和
：蘭
ゆ
又
ヶ

k

シ

に 

於
て
も
公
式
^
使
用
せ
ら
石
\-
や
ぅ
に
な
つ
た
け
れV

 

も
、：之

：？i

宮
廷
式(stylus 

c
u
d
c
e
y
J

稱
せ
ら
ル
、
ク
？

ズ
マ
ス
を
起
點
マ」

す
る
民
間
の
訐
算
法
ぼ
^

1
般
に
は 

用

ひ

ら

れ

な

か

つ

^

。

、
：

‘

」

 

- 

'..:以

上

め

如

く

雜

多

な

る

計

算

法

が

ス

折

が

中

世

期

で 

。
人

々

を

醍»

^
導

ぐ

の

虞
が
あ
つ
ー
た
^
す

れ

ば

ノ

尙

ほ 

吏

C
近

世

：の

史

家

ど

著

作

家

を

混

亂

さ

せ

た

^

*;
ら 

:
:ぅ
々
；.又
.
1定
：の.文
眷

或

#

記

述

第

十

五

卷(

七
1
5
1

)

•雜
，
.

0

中
世
の
紐
年
法•

何
れ
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
も
の
は
、
特
殊
の
，場
所

 ̂

記
錄
所
の
.習
慣
で
は
なS

 

o
ボ

:

一
ャ
又
は
^
ッ
タ 

(
L
u
c
c
a
)
.

m
身
の
記
：錄
宫
は
其
の
習
熟
せ
る
規
則
を
移 

入
し
た
か
も
知
れ
中
、
又
勑
書
の
類
は
、
國
五
の
記
錄 

所W

は

ほ

附

の

計

算

法

を

全

ぐ

異

^

せ

る

修

道

良

に

て 

起
草
3
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
ゑ
^
の
相
違
は
文
書 

又
は
年
代
記
作
者
に
«:
し
て
は
問
題
ビ
な
.る
の
で
あ
る 

が
、
基
督
紀
年(

T
h
e

 

Y
e
a
r

 

of .Grace )

は
實
際
上
庶
民 

に
は
關
係
し
な
か
つ
た
。
若
し
愛
化1

人
の
旅
人
が
あ 

つ
ヤ
グ
-
ニ
ス
滕
法
の
第
r
.
wな
る 

一
ニ
四
五
年
三
刃

'

 

.
IB
f c

グ

，
ニ
ス
を
出

發
し
た
ビ
假
定
ず
れ
ば
、
彼
が 

フ

ロ
レ

ン
ス

に
著
け
る

ぐ

は

1

ニ
四
四
年
で
あ
る
べ 

く
、•そ
し
'て
暫

ら

く

滯

在
の
後
、
ピ
サ
に
赴
い
た
ヾ
し
す 

れ
ぱ
、
贫
地
は
旣
R1

ニ
四
六
年
^
な
つ
て
ゐ
る
で
あ 

ら
ぅ
。
更
に
.西
に
旅
程
を
進
め
て
ブ
ロ
グ
ァ

ン
ス
に
入 

り

た

ら

ば

、
彼

は

再

び

ニ

 

ニ

四

五

年0
人
と
な
る
ベ
く
、

:

復
活
祭
日(

四
月
十
六
日)

の
俞
に
佛
國
に
著
か
.ば
，

X

ハ,
 

.第

玉

號

一

H
九



第

十

五

卷(

七
§
 

:雜

.錄
ギ
イ
デ
イ 

>沪
ス
，
の

歷

史

證

 

0

J
 

{四Q

i

再

び一:
ニ
四
四
年
に
®
歸
す
る
で
あ
な
ぅ
o:
斯
く
言 

へ

ば

日

附

が

恐

し

く

紛

斜

錯

雜

せ

る

が

如

く

，に

見

ゆ

る 

け
.れ
ざ
も
、旅
人
は
年
を
念
贿
R
置
が
ず
に
、月
日
を
以 

て
^
の
移
動
を
記
す
で
あ
ら
ぅ
.
P
彼
も
し
0'
'
記
の
初

 ̂

/年
を
記
^
-ば
、.
そ
は
彼
の
佳
め
る
處
の
年
で
あ
つ
て
V 

彼
の
通
過
せ
る
旅
行
先
の
年
1?
.
:は

'*
い
で
あ
ら
ぅ
。

,

附
言
:.
.註
の
多
く
|1
'
'紹
介
.者
の
窀
婆
心
ふ
：り
_
充
附
記-(
£
ろ
も
9
.で 

め
ゐ
。

-

.
 

.

正
誤

.前
，號
本
文

1.玉
三
1̂
.下
段
，中
央
の
英

|§
^Solar Kegidais 

と
吹
む
。
典
他
は
略
す

。
':
'1

:

:

ギ

ィ

デ

ィ
^

ダ

ス

；
:®
:

.
、

史

學

說(

下)

'
 
■へ
：
ペ

ー

次

.
.

»

:
棘

*

太

：
郞

：

六
.

,

- 

. 

'
歷
史

0
侧
造
力
は
一
つ
の
包
容
力
あ
る
事
獎
，

-

-よ

多

生

溶

の

成

就

に

集

中

さ

れ

る

,0
其
の

到

達

の

手
©
^ . 

文
^
と

社

會

秩

序

ビ

が

あ

る

。

文

化

はS
味

、

ま

®

程
 

:
:^
、

免

識

及

び

技
■術

を

包
含
す
る
？
It
t
秩
序
は

多

靖 

の

習
慣
、
親
族
關
係
：
及
び
政
略
の
制
度
で
あ
る
。
歷 

一

史

似

前

^
あ

つ

て

は

模

索

し

た

り

試

み

た

レ

、

種
々
多 

樣
の
&
難
は
相
遇
す
る
。'
:而
し
て
こ
、
に
文
化
社
會
秩 

序
の
萠
芽
を
見
る
。
歷
史
は
穿
盤
し
、
批
判
し
、
拒
否 

し
、
選
擇
し
、
保
守
し
、
變
化
し
、
附
加
し
、
^
合
し
、

一
改
疋
し
、
改
革
し
、
改
造
す
る
。
，

一
文
化
の
歷
史
ば
行
斷
の
歷
史
^
等
し
く
讲
鬪
の
物
語 

|

で
あ
る
。「

新」

は
其
の
存
在
の
爲
め
R「

舊」

ビ
翊
つ
た
ぐ 

一
本
能
、習
償
、

.趣
味
、
感
情
及
び
種
々
な
る
利
害
が「

舊」

I 

^
助
成
し
た
。
實
驗
的
衝
動
> 
.淸
淨
、.
便
宜
、
安
樂
、

:
健
康
、.
進
取
性
、
.繁
榮
等
は「

新」

ど
提
携
し
た
。

.
,

.
 

♦

.

.「

舊」

は

そ

れ

自

身

を

保

守

す

，；
る

に

•
滿

足

し

な

か

つ 

允
。

-
^

」

に

對

し

で̂

は

ん
<
試

み

た

。
故̂

兩

者

の 

衝

突

は

殘

存

も

や

う

，と

す

.
k?

事

業

の

，
權

利

の

爲

め

の

戰

^
あ
つ
た
。「

舊」

と

し

で

殘

:̂
が
、「

新」

ど
し
て
生
れ
；

■言
語

：學

上

の

硏

究
S
歷
史
時
代
に
殘
存
し
た
民
族
的
風 

:;
發
展
す
る
か
。
.

「

渐
、

「

舊
し
も
他
^
對

し

げ

其

の

本

來

習

、古
俗
‘等
の
©
に

依

つ

.，て

形

成

す

る

こ

ど

が

出

來

介

。

.
の

港

.1
>
く

仪
.豫

想

せ

る

極

_惡

*
々

す

こ

ビ

は

；出

來

な

い
.

是
等

-0
’證
據
は
年
代
記
等
ょ
り
も
屢
，々

價
値
の
多
い
も
，

が
ら
文
明
は
存
庙
す
る
。::
'
: 

:
'.
::
:'
'
;:
..
;

の
^
ゐ
つ
た
。
仑
れ
は
.
^
#の
や
ぅ
に
偏
執
が
な
い
し
、

'
前
^
述
べ
れ
傅
襲
產
を
棑
成
す
る
遞
ャ
な
る
“

の

::
!

一
又
子
孫
に
傳
へ
る
ビ
云
ふ
や
ぅ
な
意
識
的
計
窬
，か
なS

 

.

ぅ
も
つ
$
多
く
の
も
0
が
危
く
な
つ
た
。
：遺
傅
も
確
實
：
| 

.
か
ら
^
あ
る
。
.是
等
の
制
度
す
ベ
て
.を
吾
人
は
總
轄
し 

.で
な
く
な
つ
た
ノ
人
類
の
知
識
他
の
秫
類(

@
族

に

拘

.て
原
始
的
社
會
制
度
と
し
.て
記
述
す
る
。

ら
す
，

)

'-
;が
人
爲
摘
泷
に
自
然
»
汰

ミ

同

：じ

や

ぅ.に
：
運

命

.
吾
火
が
.今
2
1知
つ
て
居
る
複
_
な
社
會
制
度
^
比

較

：

的
に
從
つ
忆
。
改
新
が
許
さ
れ
な
い
ビ
之
ろ
で
ば
經
驗\

す
る

^
原
始
的
*
會
制
度
は
.大
部
分
殆
6
信

じ

ら

れ

な

.•
'
.

.

的
知
_
も
後
代
^
傅
り
得
な
い
。
：

■

:
,パ

^̂ 

| 

.い
程
蕭
軍
^
あ
る
ン
極
少
擻
が
少
し
く
複
雜
で
あ
る
丈 

:

社
會
刺
度
の
起
源
"
，
講

造

機

能

及

び

潑

轉
R
關
す
る
：

け
で
あ
る
。
特
厕
の
位
置
、
住
所
と
關
職
し
た
あ
る
典 

:

'

::.
'吾
人
の
知
識
は
大
部
分
科
學
的
歸
納
に
.基
く
タ
:.
'

'
. :j ;

型
の
連
續
で
あ
'る
';
0

.

.

■:
こ
、

に

未

だ

知

ら

れ.^:
い
社
會
制
屬
殘
つ
て
：居
メ 
'

■*
初
に
し
て
且
つ
*
も

單

純

な

る

も

の

は

森

林

.及

び 

I 

:

」

：'
■

;る
。是
等
ば
幸
に
人
種
學
者
妃
依
?
て
觀
察
？
れ
れ
。
事

：
.
'，叢
林
に
於
げ
る
社
會
制
度
で
あ
る
。•

其
の
根
本
的
形
式 

:■
;

:實
科
學
的
の
正
確
さ
は
有
つ
て
居
存
い
が
^
あ

る

程

度

は

小

-
な
群(horde

)

ビ
其
の
交
通
す
る
多
少
の
群
ど 

:

ま
で
の
確
實
性
を
以
て
觀
察
;̂
れ
敍
述
さ
れ
れ
。
：歷

史

.か
ら

々

る

.0
是
等
.の
各
々
は
男
、
女
、
子
供
合
せ
て
僅 

，

以
前
.の
人
々
の
社
會
組
織
は
不
完
全
乍
ら
も
古
物
學
上
.
.か
.た11,

十
人
か
ら
五
十
人
迄
.で
あ
る
。
■此
の
幽
體
は
血
. '

•

■'
第

十

玉

卷(

七
三
3

:
雜
.
-.錄
：

キ 

.

、

.
第

玉

號

一
四
一 

.


